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韓国における無償給食
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Free School Meal in Korea 
: The Essential Point of a Symposium in the Academic Exchange Weeks 2016 
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はじめに

神戸大学大哨浣人間発達環境学研究科は学術Weeksを毎

年開催しているl。筆者びが企画した2016年度企画「韓国

における給食事情＆無償給食～比較教育・教育法の視点から

～」について、「無償教育」および「無償教育の漸進的導入J

の観点からその要点をまとめておきたい。

1. 企画の趣旨

「子どもの貧困」と関わって今、子どもへの食文化・食生

活の保障が注目されている。隣国の韓国では、食文化を伝え

安心安全な食事を提供する立場から、学校給食が重視されて

いる。また、小中学校の学校給食は無償化されており、高校

でも無償給食を実施するところがある。一方、日本では義務

教育段階であっても学校給食は有償であり（一部の自治体は

無償化）、中学校などで給食自体を実施していないところもあ

る。そこで、韓国における学校給食について、比較教育の視

点から給食事情を、教育法の視点から無償化を探る趣旨で、

シンポジウム企画を練っt:.o

筆者は、 JSPS科研費研究の一環として、国際人権A規約

13条「教育への権利」 2項の定める(a)初等教育の無償、 (b)

中等教育及び(c)高等教育における「無償教育の漸進的導入」

原則に関わって2015年9月に韓国の無償給食について現地

調査を実施した凡その際に、先行研究として出会ったのが出

羽孝行氏（龍谷大学准教授）の論考であった3 まず日本側の

ゲストとして、出羽氏には「韓国における給食事情――比較

I 2008年より大学浣GP征潤捌活動の充実による大学浣教育の実質
化）を契機とし，同研究科の国際交流推進の一環として実施されてい

る。 htij紺加ww.h.kQ訴~ac..iJJt1a/aew
2他に、教員として川地亜弥子（神戸人学人判浣准教授）、院生等とし
て金丸彰寿（神戸人学人午院人間発達環境学研究科・博士課程後期課程
院生）、下木なつみ（同・博士課程前期課程浣生）、朴祉致ParkJinrln
（同院生）、張主善JangJusun(同院生）、孫鳴孜SongM曲ci(同院

生）、石川雄也（同院生）、星川佳加（同研究生）がメンパーである。
3 科研費基盤研究::S) 課題番号 15H03474 「後期中等•高等教育にお
ける『無償教育の漸進的導入』の原理と具体策に係る総合的研究」
2015-17 m代表者・渡部昭男）の一環として、ソウル市教育庁及
び「希望の食ネットワーク」を訪問して聞き取り調査を行っt~

教育の視点から」をお願いした次に韓国側のゲストとして、

日本教育法学会第46回定期総会 (2016.5.28-29.)において名

刺交換する機会を得た韓国教育法学会元会長の高鏑氏 (Ko

Jeon/コ・ソン、国立済州大学校教授）に、「韓国における子

どもの権利閑滝と無償教育」の演題でお引き受けいただいた)

そして、陣国の無償給食研究の第一人者として高氏からご紹

介していただいた河奉韻氏 (HaBongwoon/ハ・バンウン、

京畿大学校教授）には、「韓国における学校給食費支援制度の

現況と課題」と題した報告をお願いした）

三名の報告は「神戸大学学術成果リポジトリ Kernel」4 に

すでにアップされているが、「無償教育」「無償教育の漸進的

導入」の観点からその要点を国家レベル、自治体レベル、学

校現場レベルの3層に整理し直す。

2 国家レベルでみた権利保障と無償教育

(1)大韓民国憲法

大韓民国憲法の教育条項は、制定 (1948年7月17日）当

時は第19条であったが、第9次改正 (1987年 10月29日／

第6共和国憲法）により第31条に位置づいている（高2016、

pp.4-5、pp.8・9[表紙を 1ページ目とした表記以下同じ］）。

大

第31条①すべての国民は、能力に応じて、均等に教育を受

ける権利を有する。

② すべての国民は、その保護する子女に、少なくとも初等

教育及び法律が定める教育を受けさせる義務を負う。

③ 謡教育は、罐とする。

4高鍋(2016)「輻国における子どもの権和腺障と無償教育」h内畑WWW.

油，ko切・四l(;,jJ,lh.'1;!1碑切wほ双沿709.pdf、河奉韻 (2016a)「輝国に
おける学肉釦食費支援制度の現況と課題」当日配布資料h内畑VVWW,址）．
kobe-u.ac.jp/reJXl祉Q[V:ほn沿710,ix!f、河奉韻 (2016b)「輯国におけ
る学校給食費支援制度の現況と課題」当日発表PPT資料http://www.
油函I)(;'!・叫w.iJ1.l¥wQ直皿y/90003711.pdf、出羽孝行 (2016)「輯国に
おける給食事清一—比較教育の視点から」 h内畑WWVI曲J.kl)be·u.ac.jp/
I'C;lposito母畑n2.碑である。
5 日本語訳は、「韓国W四3六法」の「大韓民国憲法」 http://www,
胆 ties,i叫匹商血町函npou.h回による[2017年1月6日閲覧］。
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④ 教育の自主性、専門性、政冶的中立性及び大学の自律性

は、法律が定めるところにより、これを｛郡章する。

⑤ 国は、平生教育を振興しなければならない。

⑥ 学校教育及び平生教育を含めた教育制度並びにその運

営、教育財政及び教員の地位に関する基本的事項は、法

律で定める。

第 1項で「能力に応じて、均等に教育を受ける権利」が定

められ、第2項の義務教育規定を受けて、第3項で義務教育

の無償が明記されている。なお、教育基本法等によって義務

教育は6年の初等教育及び3年の中等教育とされている。

(2)教育基本法

憲法第 31条の精神をより具体化する形で、教育基本法が

1997年 12月13日に制定され、翌1998年 3月 1日の新学年

度から施行された（高2016、p.9)。

教育基本法 6

第 3条（学習権）すべて国民は、生涯にわたり学習し、能力

と適性によって教育を受ける権利を持つ。

第4条（教育の機会均等）すべて国民は、性別、宗教、信念、

社会的身分、経済的地位、又は身｛栢内条件等を理由に教

育において差別されない。

第7条（教育財政）①国家及び地方自治団体は、教育財政を

安定的に確保するために必要な施策を樹立•実施しなけ

ればならない。

② 教育財政の安定的確保のための地方教育財政交付金及

び地方教育譲与金等に関して必要な事項は別の法律で定

める。

第8条（義務教育）①義務教育は6年の初等教育及び3年の

中等教育とする。ただし、 3年の中等教育に対する義務

教育は、国家の財政与件を考慮して大統領令が定めると

ころにより、順次実施する。

② すべて国民は、第1項の規定による義務教育を受ける権

利を持つ。

第 28条（奨学制度等）① 国家及び地方自治団体は、経済的

理由により教育を受けることが困難な者のための奨学制

度、学費補助制度等を樹立•実施しなければならない。

② 国家は、教員養成教育を受ける者及訊国家が特に必要と

する分野を国内・外において専攻研究する者に対し、学

費その｛也必要な経費の全部又は一部を補助することがで

きる。

③ 第1項及び第2項の規定による奨学金及び学費補助金等

の支給方法及び手続き、支給される者の資格及び義務等

に関して必要な事項は大統領令で定める。

第3条で「学習権」が規定され、第8条で6+3年間の義務

教育を受ける権利が定められている。第 4条では教育の機会

均等原則に関わって経済的地位による差別禁止が明記され、

6 t3栢諏は、廷阻学省HPにある「〔仮訳〕調国教育基本法」 hlm吼
www.mext. 印 .jp/bmenu/s坤面chukyo/chukvo&i印jiroku/020501hc.
血 [2017年1月7日閲覧］によった）

第 7 条で教育財政の安定的確保施策の樹立•実施義務（国家

及び地方自治団体）が、第28条では経済的困難者に対する焚

学制度・学費補助制度等の樹立•実施義務（国家及び地方自

治団体）が規定されている。

(3)無償教育に対する学説と無償範囲の拡大

無償教育の範囲に対する学説は、授業料のみ無償とする授

業料無償説、修学に必要な一切の経費を無償とする修学費無

償説、法律の定めるところにより無償の範囲が定まるという

無償範囲法定説の、大きく 3つに分かれる。そのうち、無償

範囲法定説が多数学説であるという（高2016、p.16)。

実際、判例や法令により無償の節用は次第に拡大している。

一つには、中等義務教育の段階的実施による拡充である（高

2016、pp.17-19)。1948年に憲法で初等無償教育が規定され

た後、 1972年改正で法定による中等無償義務教育が追加され

た。疇には、邑• 面（郡部に置かれたほぼ町村に該当する

単位）、島嶼、僻地の地域から順次実施されたという (1985

→ 2004年全国）。

二つには、「必須無償費用」の承認である（高2016、p.16)。

憲法裁判所が授業料、入学金、学校人件費、施設維持費、新

規施設の投資費を「必須無償費用」と判断し、それを踏まえ

て無償範囲を対象規定する法令化が進んt~ 具体的には、 (1)

授業料と学校運営支援費の徴収禁』：、 (2)特定の条件（国民基

礎生活受給家庭、一人親家庭、低所得家庭など）の学生に対

する授業料、入学金、給食費、学校運営支援費、教科用図書

購入費等、情報通信学習のための教育情報化支援費、進路体

験経費などの予算範囲内でのサポート、などである（初中等

教育法第 12条④、第60条の4、同施行令104条の2)。

三つには、義務教育の拡大及び非義務教育への無償や支援

の拡張である（高 2016、p.20、pp.20-23)。障碍者等に関す

る特殊教育法 (2007年公布、 2008年施行）は、幼稚園（幼

稚部）～高校（高等部）を義務教育とし、さらに 3歳未満の

障碍乳幼児教育及び高校以降の専攻科教育を無償とした）同

法の施行令は、入学金、授業料、教科用図書代金、学校給食

費は公費負担として、学拠璽営支援費、通学費、現場・体験

学習費などを予算範囲内で負担・補助できることを規定して

いる。また、乳幼児保育法 (2005年施行）は乳幼児保育の無

償ないし保育所・幼稚園を利用しない場合の養育手当の支給

を、幼児教育法 (2004年に初中等教育法から分離制定）は就

学直前3年間の幼児教育の無償を定めている。

(4) Jヽ湘：国民の必璽、財政鉗兄、公費負担教青

国家レベルにおける権利保障と無償教育に関して、以上の

ような報告をしめくくる形で、裔氏は以下のような論点整理

を行っている（高2016、p.25)。

・義務教育と無償教育の範囲は、国会の立法政策的問題3

・判断の根拠としては、「国民の必要」と「国家及び公共団体

の財政状況lを優先して考慮しなければならない。

•国民の必要性を政治的スローガンに美化する (rhet.oric) こ

とを警戒する必要がある。

•財政状況を勘案していない無償教育拡大政策は、国民や住
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韓国における無償給食

柑国の学校給食沿革

2006王

ユニ・字わ給食庄を全部

＝・字校給食費支は出令應h

二匹中？字::•,•>地方ー J此温~IJ!!J!I

2005年末には全学校の99.4%、子どもの93.8%に

対して給食を実施するまでに至ったという（河

2016a、p.2)。

・委託給食胡度 校の全面的な
ー政府革新地方—罰貝I;制 濱の溝 入

2013 学年度末において、全国の初• 中・高•特

殊学校 11,575校の全て (100°/o)が学校給食を実

施し、全学生652万人のうちの648万人 (99.5%)

が学校給食を利用し、給食方式としては直営給食

97.7% (11,313校）、委託給食2.3%(262校）であ

(/)¥舅入 で給食 給食を寅涌
分惰姿の決定午養・面王•安全

•給食て出た/(ン
Kよる食中竃

・UNICEFなどの
事件(U死

・鑑l)l(J)撞助て‘
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亡 ）が隕因で．

を寅 癌
給食 胡度（り

魔止

「字栢給食邊

漫会」利度の

導入
固法隠行令及 ．給食IJ)舷大

ii滝ii規則材

定
—ぢ内給良施投
渭築

ー情[J¥J良マ化に

合::::自亭祖

t"-

措進塁論を

凸成

民の税負担の拡大になる。

運宮方代を多

檬化

•税に依存しながら「無償教育」という空しい表現を、「公費

負担教育」に変更する必要がある。

・必須的な無償教育の範囲に対しては、正しい経済的検証が

必要倶す政状況から可能かどうか）。

・国と地方公共団体の財源負担の比率については法定化する

必要がある。

・学校給食の無償化それ自体よりも、供給と食材の栄養及び

品質保証が重要である。

・教員の身分を国家公務員から地方公務員化すること（地方

財源によって左右される）は正しいのか。

2 自治体レベルでみた給食費支援制度

(1)学校給食の位置づけと沿革

学校給食法 (1981年 1月29日制定）は、第 1条において

「学校給食を通じた学生の心身の健全な発達を図り、ひいて

は国民の食生活の改善に寄与することを目的とする」と規定

している。河氏は、韓国における学校給食を、 (1)暖かく栄養

のある食事を提供し子どもの健康と学習能率を向上させ、偏

食の矯正など正しい食生活習慣を形成し生涯の健康の基礎を

構築し、共同体意識の涵養のための教育の一環、 (2)保護者に

は弁当の用意の負担を減らし、母親たちの社会活動の参加機

会を保障し、子どもには鞄の重さを軽くしてくれるなど、様々

な面で肯定的な効果が期待される教育福祉施策、としで性格

づけている（河2016b、p.7/言い回しを一部修正叫

沿革は上図のようである（河 2016b、p.7)。当初は生存の

ための「救護」レベルの給食であったが、大規模な食中毒事

故を契機に一律的な製パン給食から独自な調理給食に転換す

ることになっt::-.o1980年代は国の体育部が学校給食

業務を管轄して体力向上を目標として「栄養給食」が

目指されたが、 1990年代には偏食・肥満の増加を背

景に「質」を重視する給食へと変わっていった。学校

給食業務を教育部が管轄するようになって以降は、

「教育」の一環として位置づけられている。学校給食

法の制定以降、 1993年～初等学校給食の拡大、 1996

年～委託給食制度の導入、 2003年～特殊学校及び

初•中・高等学校の全面的な給食実施などを経て、

市遭
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董山

大Iii

仁HI

完州

大田

麟山
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江麟遍
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念潰冑遭

全●北遍

全●冑道

慶燭北遭

•鐵膏道

濱蜻

屈鳥冴全化

った（河2016b、p.8)。

(2)学校給食における自治体負担・支援状況

沿革図によれば、 2005年から学校給食費支援事業の地方移

譲が進められている。学校給食の経費（下の上段図）は、総

額で2005年の31,710億ウォンから 2013年の56,502億ウォ

ンに拡大しているが、市道教育庁及び地方自治体等の負担が

増加し、保護者負担は2005年の 79.4%から 2013年の31.5%

へと減少した（河 2016b、p.12)。なお、 2013年経費の内訳

として最も多くを占めたのが、食品費の 32,228億ウォン

(57.0%)、次いで人件費の 15,640億ウォン (27.7%)であ

った。

糸合食こ支援条例を定めている自治体（下の中段図）は、 2011

年現在で、広域自治体 16の全て (100%)、基礎自治体 228

のうちの209(91.7%)に及んでいる（同p.20)。最下段には、

財澱負担主体別給食経費負担現況

年 虔 裸II裏負担 市道霰青庁 屯方自治体富
髪霧暮倉

計
'.Ill食後濯重；壽

2兆 4442懐ウォ
6 768遭ウす ン 178惚ウォン 222億ウォン 3亮 1710壌ウォ

財主憑体負別担
2005年 ン (19 85~) :0.11知 (I) 1)1¥i •• ン

(i9 43、)
1兆 7616慢ウォ 1'i!; 6. 828環ウォ

'~ ら36慢'1ウ8ォ祖ン： I 220憶ウ'.2キ匁ン;; ，，，送玉""[l 
2013年 ン ン

¥31 i¥J <4) 5'1) 000'¥) 

給食軋骰賣 人件費 食品賃 虔れ費事 計

執 行

項目別
2013年

4. 185億ウ'1ォ4、ン 1155 640憶(2ウ).ナ7'.ン) 3兆;128億,sウ,.ォmン, 4 449億ウ｛？ォ沢ン・) 5尭6502憶ウォ j

i100'0 

;;_, 保II者 負担比率 ('10) 的 8¥- ' 11) 48. 3¥ー ('12)36. S¥ 

増万自治体胴給食支ほ条例現況(2011年）

広渇 1(1) 広i咬 1(1'. 広±i 1(1) 全霜 広遵 1(1) 

ソウルI題寄 光州 江原
25 (24) ぷ遠 5 (5; 慕堤 18(13; 南通 s! 遼 22(22; 

広環 1(1) 広屯 1(1) 忠~ ~ 清
広名 1 (1) 甕関 広弔 1 er: 

釜山 1 駐溌
大田

16(12) 基遼 5 (5) 北遁 屡遼 12 (12) 北通 ふ遼 23 (23' 

広渇 1(1) 広渇 1(1〉 忠清 広裳 1(1) 慶尚 広咤 I (I) 

這 l 豆
蔚山

8(3) 迅吃 5 (5) 南這 屈硯 16(16; 南湛 屈也 20(20' 

広t芍 1(1; 広i翌 1 (1) 全霞 広沼 1(1) 

仁川 | 暴辺
京畿 済州 広漫 I 1'.11 

!0(9) 迅遊 31く30) 北遁 屈硯 14(14) 

.'. ! 外は自冶体敗 （）内は条例制定の自治体妥任

縛貪費支糧賃亀 対象零生比事” 鍵貪貴It事＂ 叉胄ll遺比偉事 ＇

公立務.+学校禦儘給食令 ほ所得層 11 1 5-8 ,---M..11.--

公立切 16零奪および纏彊瓢O)<P零ll零年 織虜輸貪 +癒所欅層（食体お¥:;,'F) 55. 4 4. 1 28 5 

血人以下及び璽竃攣の初 • 中蠣儘鍵貪滋所鴫Ill笥・ 中量慨生討費3-4(11,以下．属260'!以1') '5, 5 • 8 19 2 

節鴫·全、｛拿簸償給食• 氏芽得疇 55. 7 3. l 52.1 

切 '"'全体蝙償鎗貪し藝所彎屠 7S. l 6 B ＇ ， 41 0 

初 Iへ6字熔嘉償給食.ttffi湯着 53. 3 2. 1 61 6 

蔚州馨初疇、瓢市鴫填,jヽ 蠣複初事、彊場嶋中学、 賓 北区初専5、6零生鑽償鱒貪 今ほ隋褐
36. 3 3.1 22. 6 

鴫｛量祗生針賣3拭Iii.!下｝

切 ・'I'全体鑽償縛重 ＊鐵序鳩鴫 n a 3 2 50. 0 

眉・'l>t信 囀鱒貪・ 0#11 iB. 1 5. 2 40. 6 

切 •'I>全体晨び寓較 tMfき 9ヒ纂など一嶋｝ • 鍼所鴫層 82. I 6 9 i 34、1

初 ·<fa 全体●●轄貪• 低序鴨層 78. 1 u 46. 6 

切 •,I>全体蝙鑽轄貪 レ 鑑所簿層 78. 6 5. 7 55. 6 

初 ・<1'全体および邑以下婁棟●置緯貪 ＊逗所褐ii(●曇!ttt費 130¥以l') 83、7 6. 3 37. 7 

約• 中金体および邑以下墓檀 鱒鑽織食 （著~)、1 綱絶蟻裏檀蝙懺輪貪｝ャ 鑑所鶉讐 84. 5 S 4 ； 37.5 

1 00人東潰切事および~ Ill以下切中 鑽償鍵貪-illli暢層（最葦生K費 140¥;以l') 9ヽ.5 3、3 ＇ no 
筍 • 中全体およびシ下裏校 繍置鎗倉 ＊量所嶋層ta縫生わ費 130¥以下）. 80¥ ぶI.6 6. 5 I 25 4 

筍·'!>全体纏償鎗貪 • 誕所得層 86. ij • 6 
._ __ (万. --

食体 69. I S 2 40 J 

7日本では小学生＝児童、中高校生＝生徒、大学生＝学生

と使い分けるが、韓国では4洋：生～大学生＝学生と表記す

る（高2016、p.11)。本稿では「学生」または「子ども」

を用いた）
注2,ヽ,鯰.. I )予會初→算響一で中絶，，濤食:,:敦サ;-膏ー1鬱の匿ビ児入;>童費'1生用/-凌が駐の蘊占う,nめちる~．貌"蛤合食蛉費ぢ支白援：対象字生が占める割合

.,.,rr: 奮-墓鴻・， 令<11191, .... 心^“心
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自治体別の無償教育を含む支援状況の一覧も掲げ

た（同p.21)。

(3) /J海：全面的郷戴年籟定的撫償給食か、

韓国における無償給食をめぐる論争点として、河

氏は(1)福祉の性格に関する論争、 (2)烙印問題に関

する論争、 (3)全面無償給食の実施範囲の論争、 (4)

財源負担主体の論争、 (5)予算編成および支援方法

に関する論争の5点に整理している。

そして、「全面的無償教育」対「限定的無償教育」

の立場による主張の違いを下図のように、 (1)普遍

的福祉 vs.選択的福祉、 (2)烙印問題の解消 vs.烙印

問題の制度的解決、 (3)義務教育段階の全面的無償

給食の実施vs.低所得・農漁村地域優先実施、 (4)国家負担（供

給者負担の原則） vs. 地方自治団体の一部負担侵益者負担）

という構図でまとめている（河2016b、pp.23-26)。

区分 畢償給食対象
負担比亭：平均‘ 負用金額涅5万ウォン：

:-青-5庁0.，、 ,3広,,0 域., 2C 基繕,,, 
教育庁 ~ 1 3広2.域̀3~ 6~ ~9 ＇ ト88-~塁)4-2---- 合計

『 ~ソ ~ウ~ ~ 『ル' ・-- ...初.. • .中..全....体 ... '、・- '22、1,6~｀ 1~1 ~、 443 222 

釜山 初全体中高-節 78 22 0 訊 120 23 2Cl'.l 0 10) 320 

大邸 初• 中高一部 78 22 0 馳 043 13 700 ；； 51 743 

仁川 研全体 49 29 22 40 633 23 835 17 377 82 345 

光州 初 中 全 体 62 33 05 f,6 338 35 192 4. 799 106 329 

大田 初全体 30 50 20 12 000 19 865 7 954 39 839 

蔚山 初 • 中高一部 S4 8 8 25 408 2 500 2 296 30 294 

セ宗 初 中 全 体 43 57 0 7,855 10. 540 ， 18 395 

京畿 幼 初 中 全 体 54 3 43 392 791 23 700 318 575 7:35伐6

江原遺 幼 初 中 全 体 63 18 18 62 273 18 069 l8 069 98 411 

も賣北遺 初 中 全 体 5S 17 25 51 372 15 156 22 735 S9 263 

忠肩粛遺 初 中 全 体 49 20 31 68 353 28 647 42 971 139 971 

全羅北直 初中高全体 59 18 23 53 043 16 675 20 755 90. 473 

全闘睛遺 籾中全体高一部 62 19 加 93 196 28. 053 29 427 150、676

慶閣北ii 初 中 高 一 部 62 15 23 19 078 4 732 1⑲8 30, 908 

慶尚南ii 初全体．公立幼．中高一部 50 10 船 44 311 8 802 35 207 88. 320 

済州 幼 初 中 全 体 56 44 : 0 20 470 16, 132 

゜
36 602 

合計 57 25 18 918. I叫 397 987 297 930 1 614く Ill

o~~ こ~~
::~~ 戸1~三晒」る人は

-~ 心、•JI 烙印閥・の鱗消 I 

し瓢 ~ り I 底所得廊）話寅鑽安潰~;l{J)l"組み
を遠持しながら会々•こそ0)対拿範囲ぞ詑
大

•行政手続きわよび年度を改霧することア
烙t~問想J)解'"が可艇
憮償給食を受ける児醸壬徒が烙印惑

を屯、、9ると主張するマスコミ鴫瀑が、むしろ

沼印唱を割淳させる
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(5)に関しては、現行の学校給食法には学校給食支援対象に

幼稚園及び保育施設が含まれていない問題、すなわち基礎自

治団体の学校給食条例の大部分には、幼稚園及び保育施設の

支援が含まれているのに、上位法である国家法に明示されて

いない問題があるという（河2016a、p.23)。

無償給食の対象及び負担状況を見ると、右上表のようにか

なり多様である。小学校の場合は大邸、蔚山、慶尚北道を除

いて全面的無償給食を実施している。中学校の場合は支援し

ない自治体（仁川、大田）、低所得層・農漁村地域など必要に

応じて選別的に支援する自治体（釜山、大邸、蔚山、全羅南

道、慶尚北道）、全面的に実施する自i針本（ソウル、光J小I、世

宗、京畿道、忠清北道、忠清南道、全羅北道、全羅南道、慶

尚南道、済州）に分かれる。中には、幼稚園を全面実施して

いる自治体ぽ畿道、江原道、済州）、高校を全面実施してい

る自治体（全羅北道）もある（河2016b、p.26)。

河氏は、無償給食の範囲を拡大することによって地方負担

が増えていくであろう予測に立てば、教育庁・広域自治体・

基礎自治体の負担ルールを確立しておく必要があるとしてい

る。地方税の一部（例えば3%)を給食費支援財源に充てる等

して、支援財源を安定的に確保しその継続性を保障すること

も一案である。今後は地方自治体首長の学校給食費支援予算

編成の義務を規定し、教育庁・広域自治体・基礎自治体の 3

者の信頼と合意に基づいて、支援事業の持続性と実効性を担

保すべきことを提起している（河2016a、pp.23-26)。

4. 学校現場レベルでみた学校給食

(1)学校種別の学校給食着及率

出羽氏は、学校種別にみた学校給食の普及率を一覧にして

いる（出羽 2016、p.3)。1990年代にまず初等学校で普及が

進み、 2000年前後から中学校・高校にも広がり、 2012年以

降、給食実施学校比率は100.0%を維持している。

囀 1 1990年代以降 .:..._NJ:rr;Q 

初等学校 中学校 高等学校

年度
給食英施 給食其施 給食其施 給食宴施 給食実施 給食其施

学校比洛< 学生比：和 学校比屯 学生比* 学校比令｛ 学生北'*l
-----199-1 - 1，3. 一:3 _____ }__墨-----．．．．．  .. - --．．．  ● ● ●● 

1992 16.3 10.2 

1993 38. 2 24.0 

1991. 37. l 22.3 

1995 71. l 50.4 
19% 88.4 67.9 

1997 97.3 79. 7 8.6 4.9 9.8 2.6 

l998 99.2 86.5 30. :J ll. 6 35.0 9. 1 

1999 99.6 86. l 42. 1 30. 7 96.3 57.4 

2000 99.9 88. l 56.6 40. 4 94. 7 57.4 

--- 2001 ----9---9-.9 --- 90.? -- 72---. 5 - 5．．8.．．． 6 .. . 9. 7.6 . . 6'. t. . a . ... 
2002 99.9 89.9 88. 7 82.0 97.8 71. 9 

2003 99.8 92.3 95.9 92. 7 98.4 81. 8 

2004 99.9 94.J 97.9 9・1. 7 98. 7 85.8 

2005 99.9 95.3 99.0 96. l 99.0 87. 7 
2()()6 100. 0 96.4 99.3 ~)7. 8 99.3 91. 3 
2007 100. 0 97.7 99.5 99. I 99.5 96.5 

...... ,2-.. 0<....、)8.... _ .. ．．．．．1．．0．．．0．．．. ．．．0 ．．．．．．． ......99.. 〇88●●.. ●● , .. 9 l .... ・・・・・9・・・9・-.・・・9 ・・・・・・・ -・・・・9・・・8. ・・・-・9 ・・・・・・・・ -・・.9...9..... -5 ・・・・・・・ ·---~ 屈1-...... 
2009 100. 0 99.9 99.5 H9.8 %.6 

. ・・・・・2-010 
......... J...9.Q.9..9.. ... , . .!9 ..L.... . 

...... ~2遥．．．． ..... ~ 見..9. ..... ... Jl.9.:. ・::!:..... . ..... ~~.,.!'! ...... .. _.J~l1.,.:L .... . 

--2・ ・・0---1--1 -- ..9..9.... .ヽ.6... ..9..9.......9 ... .. 9 .. 9... ....7 .. -9---9--.---9 --- . 9...8......5 ... 

・・・・・・・2-・0・・・1・・・2 ・・・-・・ ... .J.Q9., .. Q ..•. ...... ~~.,.fL .. ... ・10・・・・・0-・. ・・・0 ・・・・・・ -・・・ 翌過．．．．．___ JQ9.: 息．．． ·---~ 恙I...... 
2013 100. 0 99.7 100 0 9¥). 7 100. 0 98.8 
2(、）14 100.0 99.9 lOO.O 99.9 100.0 99.3 

【出所J韓国教'(sf開発院度『教付統計年報者』、 教·(1科学技術部• 韓国教育開発
院、各年度より作成。年により発行 編者は異なるC

2015年2月28日現在における給食実施学校比率・給食実

施学生比率•直営方式比率は、初等学校が 100.0% (5,940/ 

5,940校）、 99.9%(2,744/2,745千人）、 100%(5,939/5,940 

校）、中学校が 100.0%(3, 185/3, 185校）、 99.9%(1, 725/ 

1,726千人）、 99.2%(3,161/3,185人）、高等学校が 100.0%

(2,327 /2,327校）、 99.3%(l,825/1,838千人）、 91.1%
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(4)食掌配食と教宣応覧の状況

食堂配食とは、調理室に隣接した専用の食堂にて配膳、食事、

下膳といった一連の流れが完結する給食実施形態である。これ

に対して、教睾記食はホームルーム教室でクラス毎に配膳、食

事、下膳が行われる給食実施形態であり、前後には調理室と教

室との間の食材運搬作業力汁半う（出羽2016、p.6)。

J 年2006年時点で、食堂配食が70.7%、教室＋食堂配食の5.6%

を合わせると、 4分の 3を占めている。食堂配食が多い背景

には、「本来、教室は給食を実施する場所ではない」との認識

や、中学•高校では食堂配食が望ましいとの考えがあるとい

う。出羽氏は、学校現場を訪れて給食場面を撮影し、また指

導観について教師インタビューを行っており、興味深い（出

~~2016、 pp.7·11) 。

(4) Jヽ恒：学校給食の運営h式と実論h式

韓国における学校給食の運営方式と実施方式について、出

羽氏は以下のように括っている（出羽2016、p.11)。

【学校給食運迅四

•韓国の学校給食は1990ip代以降急速に発展してきた）

• 日本はコスト削減の観点から学校給食の民間委託が進むが、

韓国では学校給食制度が充実するに従い、学校自体が給食に

責任を持つようになってきたこれには給食事故の発生問題

以外に食事文化に対する認識◎堂いがあると思われる。

• 日本と違い、無償給食がある程度社会的合意を得ている。そ

れは地方行政制度において教育行政の独立が担保されている

ということ以外に「食べる」という行為自体が文化的に重視

されているからではないかと思われる。

【学校給食実施方式】

•給食の実施場所については日本と違い、専用の食堂で行われ

るのが理想と考えられている。

・給食指導は教師にとって大きな負担と認識されている。これ

は学校給餡制度が急速に発展してきたため、教師が対応でき

ていない部分があると思われる。

・教師個々の生徒指導面における裁量の範囲は広範であり、自

主性が尊重されている。それゆえ、学校給食を教育の一環と

の合意が取りにくい反面、多様な指導方法が存在している。

おわりに

以上、学術Weeks2016シンポジウムにおけるゲストの報告

の要点を、「無償教育」「無償教育の漸進的導入」の観点から

整理し直した日本において学校給食をどのように位置づけ

るのか、学校給食の経費を公的にどう負担し支援するのか等

を議論する際に、参考にしていただければ幸いである。

最後に、ご報告いただいた高鍋氏、河奉韻氏、出羽孝行

氏に記して御礼を申し上げたい。

韓国における無償給食

~
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(2, 120/2,327校）、特殊学校が 100.0%(167 /167校）、

98.2% (24/25千人）、 98.8%(165/167校）であった（同

p.3)。ちなみに、 2014年5月1日現在の日本の学校給食実施

状況は、学校数比率及び児童生徒数比率の順に、小学校が

98.4%、98.9%(補食給食・ミルク給食を含めると 99.2%、

99.2%)、中学校が 81.4%、75.6%(87.9%、82.3%)、特別

支援学校が87.4%、87.9%(88.9%、88.6%)、夜間定時制高

校が 58.8%、26.8%(78.1 %、 32.9%)である。韓国におけ

る学校給食の実施率が、中学校、高等学校、特殊学校を含め

て極めて高いことがうかがえる（出羽2016、p.4)。

(2)撫償給食の実篇状況

無償給食に関しては、河氏の示した対象学生比率に対して、

出羽氏は 2016年 3月現在の実施学校比率を掲げている（出

羽2016、p.5)。9割台が全羅北道、全羅南道、 8割台が世宗、

京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、済州道、 7割台がソ

ウル、光州、慶尚北道、慶尚南道、 5割台が仁川、大田、 4割

台が釜山、 3割台が蔚山、 1割台が大邸、となっている。

}、4市；道別撫慣給食実柑学校の現況(2016年3月号準）
全体学年敷

，
 

計

‘い高中初
人l丘

委託給食の割合（韓国）図 2
16% 

14%―--

12% 
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8% 

6% 

4% 

疎
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「子どもの貧困」と関わって、子どもへの食文化・食生活の保障が今注目されています。神戸

大学においても「のびやかスペースあーち」の移転拡充に伴って、「子ども食堂」が開設される予

定です。ところで、隣国の韓国では、食文化を伝え安心安全な食事を提供する立場から、学校給

食が重視されています。また、小中学校の学校給食は無償化されており、高校でも無償給食を実

施するところがあります。一方、日本では義務教育段階であっても学校給食は有償であり（一部

の自治体は無償化）、中学校などで給食自体を実施していないところもあります。韓国における学

校給食について、比較教育の視点から給食事情を、教育法の視点から無償化を、探ります。

日時： 2016年 11月 12日（土） 13時-16時 30分

場 所：神戸大学発達科学部A棟 2階「大会議室」

https://www.h.kobe-u.ac. ip/ja/node/19:33 

htt s://www.h.kobe-u.ac. ・/sites/default/files/aeneral a e/ma rokkodai 201404 0. df 

参加：自由（事前連絡不要）／無料

匝：

司会・運営 下木 なつみ（神戸大学大学院人間発達環境学研究科・博士課程前期課程院生）

朴祉 攻ParkJimin(同院生）、張主善 JangJusun(同院生）、

孫 鳴孜 SongMaixi (同院生）、石川 雄也（同院生）、星川 佳加（同研究生）

金丸 彰寿（神戸大学大学院人間発達環境学研究科・博士課程後期課程院生）

1) 13:00-13:40 

高鎮氏KoJeon(韓国・国立済州大学校教授）：

韓国における子どもの権利保障と無償教育

（「日本の義務教育費國庫負揃制改革と示唆点」『教育法學研究』 18 (1). 2006) 

2) 13:50-14:30 

河奉韻 氏HaBongwoon (韓国・京畿大学校教授）

韓国における学校給食費支援制度の現況と課題

（「学校給食費支援制度に関する論争点の分析研究」『韓国政策研究』. 2012/「京畿道の無償

給食政策の形成過程」『教育政治学研究』. 2014) 

3) 14:40-15:20 

出羽孝行氏（日本・龍谷大学准教授）：

韓国における学校給食事情：比較教育の視点から

（「韓国学校給食序説—現状と課題ー」『研究談叢 比較教育風俗』 (11), 2010) 

【休憩 10分】

3) 15:30-16:30 討議（質疑応答を含む）

＊発達科学部周辺には食堂や売店がありません。昼食を済ませてからおいで下さい。

なお、当日は神戸大学「六甲祭」の期間中です。屋台や出店などのあるキャンパスもあります。

http://home.kobe・u.com/rokkosai/ 

問合せ：渡部 昭男（わたなべあきお／神戸大学発達科学部）

akiowtnb@port.kobe・u.ac.jp TEL/FAX 078・803・7726 

川地亜弥子（かわじ あやこ／神戸大学発達科学部）

kawajirs~port.kobe·u.ac.jp TEL/FAX 078・803・7775 
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